
指定管理者候補者選定結果概要 

 

産業経済部農林振興課所管の丹波市立とれとれ市農産物直売施設ひかみ四季菜館におい

て、施設の設置目的をより効果的・効率的に達成するため、指定管理者の特例選定を行った

結果を、以下のとおりお知らせします。 

指定管理施設 
施設名 丹波市立とれとれ市農産物直売施設ひかみ四季菜館 

所在地 丹波市氷上町犬岡 467 番地１ 

申 請 団 体 名 丹波とれとれ市 

審 査 日 程 令和７年９月 29 日（月） 10 時 55 分～11 時 45分 

選 定 方 法 

 丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１

項に基づき選定された特例団体である指定管理者候補者から提出され

た申請内容を、指定管理者選定評価委員会において、指導及び助言を

行った。  

指 定 管 理 者 

候 補 者 

団体名 丹波とれとれ市 

所在地 兵庫県丹波市氷上町犬岡 467 番地１ 

代表者 会長 長尾 啓二朗 

選 定 理 由 

丹波市立とれとれ市農産物直売施設ひかみ四季菜館については、「地

産地消の取り組みを実践し、農作業の栽培技術の向上や販路拡大と収

益の向上はもとより、消費者とのコミュニティの場を創出し、もって

農業の発展を促すため」として設置されている。 

丹波とれとれ市については、丹波市内の農業者等で直売グループを

組織し、親睦と情報交換、調査研究を行うことにより、生産意欲と品

質の向上及び販路拡大と収益増大を目指し、地域住民とのふれあい活

動の促進を図ることを目的としており、施設の設置目的と合致してい

る。 

以上の観点から、効果的な管理及び運営が期待できるため、丹波市

公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第４条の規

定により、指定管理者の候補者に選定した。 

当施設の設置目的を達成するにあたり、指定管理者選定評価委員会

にて、提出された申請内容について審査を行い、本市が求める基準を

満たしている事を確認した。 

指 定 期 間 令和８年４月１日～令和 13 年３月 31 日 

所 管 部 署 
産業経済部 農林振興課 

TEL：0795-88-5028 

備 考  

 


